
組織改編に伴う労働政策審議会の所掌等の見直し

労働政策審議会

雇用均等分科会

家内労働部会
○雇用均等・児童家庭局
短時間・在宅労働課が

庶務を処理

（旧）

労働政策審議会

雇用環境・均等分科会

家内労働部会
○雇用環境・均等局
在宅労働課が
庶務を処理

（新）
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